
様式３ 

うるおいのある美しいみちづくり協定書 

（目的） 

第１条 この協定は、実施団体                   （以下「甲」という）と 

新潟市（以下「乙」という）は、道路の美化について次のとおり、必要な事項を定めるものであ

る。 

（役割分担） 

第２条 甲及び乙の役割分担は、次のとおりとする。 

 （１） 甲の役割 

 活動計画書、活動報告書の提出 

 除草、清掃 

 植樹帯での播種、苗植 

 代表者は活動中に事故が発生した場合、ただちに新潟市に状況を報告 

 活動中の事故及び第三者との紛議

 その他（                          ）

（２） 乙の役割 

 地元自治会との連絡調整 

 ボランティア保険の加入 

 スコップやカマ等の貸与 

 種や苗等の支給 

 団体名入り看板の設置 

 ゴミの運搬、処分等

 その他（                          ） 

（活動場所） 

第３条 本協定に基づく、活動場所は次のとおりとする。 

          新潟市   区               地先 

（活動期間） 

第４条 本協定に基づく、活動期間は協定締結日から年度末までとする。 

（協定の解除） 

第５条 甲が協定期間中に解除の申請を申し出たとき、協定書に規定する役割を果たしていないと

き又は実施団体としてふさわしくないと認められたときは、乙は協定を解除することができる。

（疑義の発生） 

第６条 甲は、その活動に際し、疑義が生じたときは、乙と協議する。 

（協定書） 

第７条 甲と乙は双方この協定書に署名、捺印の上、各１通ずつ保管する。 

  年  月  日 

甲  実施団体名  

住    所  

氏名（代表者）           印 

乙  新 潟 市 

住    所 新潟市中央区学校町通 1番町 602 番地 1 

                  新 潟 市 長 中 原  八 一   印 
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